
その他関係機関

警察
（少年サポートセンター）

県教育委員会

学校だけで解決が困難な場合

対
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校　長

再発防止　・　未然防止活動

対応班によるいじめ解消に向けた指導

継  続  指  導

観   察

別紙２

　いじめが起きた時の組織的対応

いじめ防止対策委員会
事
実
確
認

日常の観察・アンケート・教育相談・周囲の児童生徒からの情報　等

情報を得た教職員

発
 

見

情
報
収
集

担任　・　学部主事等

①報告・共通理解

②調査方針・分担決定

③調査班編成（事案の状況により、メンバーの決定）

④報告・事実関係の把握・指導

⑤方針の決定・指導体制の編成

⑥対応班編成（事案の状況により、メンバーの決定）

保　護　者  、  病  棟  、  前　籍　校

方
針
決
定

招集 ・ 指揮 適宜連絡

報告・支援

連
絡
相
談
・
支
援

適

宜

連

絡

適宜連絡

アンケート結果については保護者の了解を

得て前籍校に教頭が知らせる

※本分校は、無記名でアンケートはとって

いるものの記入者が特定されることも

説明し結果は保護者・前籍校に知らせる


